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◦国会による給特法改正案の附
帯決議では「政府は、教育職
員の負担軽減を実現する観点
から、部活動を学校単位から
地域単位の取組とし、学校以
外の主体が担うことについて
検討を行い、早期に実現する
こと」となっています。果た
して決議の通り地域移行は進
むのでしょうか。



◦そこで『部活動改革2.0 ～文化
部活動のあり方を問う～』の著
者でもある長沼豊が、既に掛川
市で地域部活を進めている齊藤
勇氏、学校教育のあり方に多様
な提言をされている妹尾昌俊氏
をお迎えして、部活動の地域移
行の意義や課題などについて語
り合います。地域移行が進んで
いく「部活動改革2.1」の姿を浮
き彫りにします。



地域移行 これまでの経緯の整理
（行政文書）



◦将来的には、地方公共団体や教育委員会において、学校や地
域住民と意識共有を図りつつ、地域で部活動に代わり得る質
の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える取組を進
め、環境が整った上で、部活動を学校単位の取組から地域単
位の取組にし、学校以外が担うことも積極的に進めるべきで
ある。

◦中央教育審議会「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運
営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策
について（中間まとめ）」平成29年12月22日



◦将来的には、地方公共団体や教育委員会において、学校や地
域住民と意識共有を図りつつ、地域で部活動に代わり得る質
の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える取組を進
め、環境が整った上で、部活動を学校単位の取組から地域単
位の取組にし、学校以外が担うことも検討する。

◦文部科学大臣「学校における働き方改革に関する緊急対策」平成29年
12月26日



◦本ガイドラインは、生徒の視点に立った、学校の運動部活動
改革に向けた具体の取組について示すものであるが、今後、
少子化がさらに進むことを踏まえれば、ジュニア期における
スポーツ環境の整備については、長期的には、従来の学校単
位での活動から一定規模の地域単位での活動も視野に入れた
体制の構築が求められる。

◦スポーツ庁「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラ
イン」平成30年3月19日



◦持続可能な活動を確保するため、長期的には従来の学
校単位での活動から一定規模の地域単位での活動も視
野に入れた体制の構築が求められる。このため、地方
公共団体は、本ガイドラインを踏まえた文化部活動改
革の取組を進めるとともに、地域の実情に応じて、長
期的に、地域全体で、これまでの学校単位の文化部活
動に代わりうる生徒の芸術文化等の活動の機会の確
保・充実方策を検討する。

◦文化庁「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」平成
30年12月27日



◦部活動は必ずしも教師が担う必要はないことを踏まえると、
教師が授業や授業準備等の教師でなければ担うことのできな
い業務に注力するためにも （中略） 地域で部活動に代わ
り得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える
取組を進め、環境を整えた上で、将来的には、部活動を学校
単位から地域単位の取組にし、学校以外が担うことも積極的
に進めるべきである。

◦中央教育審議会「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運
営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策
について（答申）」平成31年1月25日



◦政府は、教育職員の負担軽減を実現する観点から、部
活動を学校単位から地域単位の取組とし、学校以外の
主体が担うことについて検討を行い、早期に実現する
こと。

◦第200国会「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別
措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」

◦衆議院 令和元年11月19日

◦参議院 令和元年12月4日











◦部活動は、学校教育の一環として行われる活動である
が、必ずしも教師が担う必要のないものであることを
踏まえ、休日に教科指導を行わないことと同様に、休
日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境を構
築すべきである。

◦文部科学省「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」令和
2年9月1日



◦１．休日の部活動の段階的な地域移行（学校部活動から地域
部活動への転換）

◦休日の部活動における生徒の指導や大会の引率については、
学校の職務として教師が担うのではなく地域の活動として地
域人材が担うこととし、地域部活動を推進するための実践研
究を実施する。その成果を基に、令和５年度以降、休日の部
活動の段階的な地域移行を図るとともに、休日の部活動の指
導を望まない教師が休日の部活動に従事しないこととする。

◦文部科学省「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」令和
2年9月1日

◦ 下線は長沼による



◦この改革には、関係者の意識変革が不可欠であり、その際、
国、地方自治体、学校関係者がそれぞれの役割を果たすこと
により、今回の部活動改革が結実するものと考える。

◦その上で、今回の部活動改革の成果や課題も見極めながら、
地域人材の協力を得て、生徒にとって望ましい部活動の実現
や、学校の働き方改革を通じた学校教育の質の向上を図るた
め、部活動ガイドラインの改訂を含め、更なる取組を進める
ことが関係者の責務であり、休日の部活動の段階的な地域移
行は、そのための第一歩である。

◦文部科学省「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」令和
2年9月1日





◦齊藤勇（掛川市地域部活「Palette」顧問）

◦妹尾昌俊（教育研究家、合同会社ライフ＆ワーク代表、
NPOまちと学校のみらい理事）

◦コーディネーター：長沼豊（学習院大学）

◦司会：由井一成（学習院大学）

◦本研究はJSPS科研費 19K02766の助成を受けたものです

◦基盤研究(Ｃ)（一般）「持続可能な部活動のあり方に関する
総合的な研究」（2019-2021年度 研究代表者：長沼豊）


